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水道事業の広域連携の推進について 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ ９ 日 

企 業 団 設 立 準 備 担 当 

上下水道システム企画担当 

 

１ 要旨 

令和２年６月に策定した「広島県水道広域連携推進方針」に対する市町の回答が確定

したため，広域連携の推進に向けた具体的な検討及び準備に着手する。 

 

２ 市町の回答状況 

  水道事業を運営する 21市町（府中町，坂町を除く。）の回答は，次のとおり。 

統合による連携 統合以外の連携 

15市町 

 竹原市，三原市，府中市，三次市， 

 庄原市，東広島市，廿日市市， 

 安芸高田市，江田島市，熊野町， 

 安芸太田町，北広島町， 

 大崎上島町，世羅町，神石高原町 

６市町 

   広島市，呉市，尾道市，福山市， 

   大竹市，海田町 

 

３ 今後の進め方 

⑴ 統合による連携 

 15 市町と県において，４月 26 日（月）に「水道事業の統合に関する基本協定」を締

結するとともに，第１回「広島県水道企業団設立準備協議会」を開催し，企業団設立に

向けた検討・準備を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県水道企業団設立準備協議会（概要） 

[事務局]  県 

幹事会 

・水道部局長等で構成 

・幹事長は県企業局長 

準備協議会 
・首長で構成 

・会長は知事 
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 ＜第１回準備協議会＞ 

日  時 令和３年４月 26日（月）13:00 ～ 13:45 

会議方式 Ｗｅｂ会議（Ｚｏｏｍ） 

出 席 者 16名（知事及び 15市町の首長） 

議  事 
・準備協議会について 

・運営方法について 

 

 ＜ロードマップ＞ 

    令和４年 11月の企業団設立，令和５年４月の事業開始に向けて取り組む。 

 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

全 体 

  

 

 

準備協議会 

 

 

  

 

⑵ 統合以外の連携 

統合以外の連携を選択した市町とは，研修の共同実施などの具体的な連携方策につい

て検討を進める。 
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